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○福岡県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

昭和四十二年九月二十三日 

福岡県規則第四十九号 

〔福岡県宅地造成等規制法施行細則〕を制定し、ここに公布する。 

福岡県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

（令五規則二九・改称） 

（趣旨） 

第一条 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」とい

う。）の実施については、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和三十七年政令第十

六号。以下「施行令」という。）及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和三十

七年建設省令第三号。以下「施行規則」という。）に規定するもののほか、この規則の定

めるところによる。 

（令五規則二九・一部改正） 

（名義変更等の届出） 

第二条 法第十二条第一項の許可を受けた工事主は、次の各号のいずれかに該当する場合は

遅滞なく宅地造成等に関する工事の名義変更等届出書（様式第一号）、宅地造成等に関す

る工事の変更届出書（様式第二号）又は宅地造成等に関する工事の廃止、一時中止届出書

（様式第三号）によりその旨を知事に届け出なければならない。 

一 工事主若しくは工事施行者の住所氏名に変更があったとき又は工事主若しくは工事

施行者に異動があったとき。 

二 災害防止上支障がない軽微な工事の変更をしようとするとき。 

三 工事を廃止し、又は一時中止しようとするとき。 

（平二〇規則四六・令五規則二九・一部改正） 

（技術的基準の特例） 

第三条 施行令第二十条第一項の規定に基づき、災害の防止上支障がないと認められる土地

においては、施行令第八条の規定による擁壁又は施行令第十四条の規定による崖面崩壊防

止施設の設置に代えて、次に掲げる工法による措置をとることができる。 

一 間知石空積工その他の空積工 

二 編みしがら工 

三 筋工 

四 積苗工 
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（平二〇規則四六・旧第四条繰上・一部改正、令五規則二九・一部改正） 

（標識の掲示） 

第四条 法第十二条第一項の規定による許可を受けた工事主は、宅地造成等工事許可済の標

識（様式第四号）を、工事期間中、現場内の見やすい場合に掲示しておかなければならな

い。 

（平二〇規則四六・旧第六条繰上・一部改正、令五規則二九・一部改正） 

（工事施行状況の報告等） 

第五条 法第十二条第一項の規定により許可を受けた工事の工事施行者は、次の表の上段

（（イ））欄に掲げる工事の種類に応じ、当該中段（（ロ））欄に掲げる報告事項につい

て、その位置及び施行状況を明らかにした写真その他の資料による報告書を作成し、当該

工事の完了後速やかに知事に提出しなければならない。 

２ 前項の工事施行者は、次の表の上段（（イ））欄に掲げる工事の工程が下段（（ハ））

欄に定める工程に達するときは宅地造成等に関する工事の工程届出書（様式第五号）をそ

の二日前までに知事に提出しなければならない。 

（（イ）） 工事の種

類 

（（ロ）） 報告事項 （（ハ）） 工程 

１ 擁壁工事（高さが

三メートル以下のも

のを除く。） 

一 鉄筋コンクリート造擁壁の

耐力並びに基礎及び壁体の配

筋 

① 

（(A)） 基礎杭打工事に着手及

び完了したとき。 

（(B)） 基礎の配筋が完了した

とき。 

（(C)） 壁体の配筋が完了した

とき。 

二 練積み造擁壁の床堀及び基

礎並びに壁体の厚さ又は組石

材及び裏込コンクリートの厚

さ 

② 

（(A)） 床堀及び基礎工事が完

了したとき。 

（(B)） 当該擁壁築造の高さが

全体の高さの三分の一の高さ

に達したとき。 

三 擁壁の水抜穴及びその周辺

と透水層の状況 
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２ 盛土工事 一 急傾斜に盛土する場合にお

ける盛土前の段切その他の措

置 

① 段切その他の措置が完了した

とき。 

二 主要な盲排水管の施行状況 ② 盲排水管が布設されたとき。 

（平二〇規則四六・旧第七条繰上・一部改正、令五規則二九・一部改正） 

（その他の書類の様式） 

第六条 法第七条第一項に規定する証明書は、宅地造成及び特定盛土等規制法立入検査証

（様式第六号）とし、施行規則第七条第一項第五号に規定する資格を有することを証明す

るに足る資料は、設計者の資格に関する申告書（様式第七号）とする。 

（平二〇規則四六・追加、令五規則二九・一部改正） 

附 則 

この規則は、昭和四十二年九月二十三日から施行する。 

附 則（平成二〇年規則第四六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和三年規則第二六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和五年規則第二九号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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